
西区初期消火器具等整備補助金交付要綱 

 

制   定 平成 26 年 ６月 16 日 西総第 400 号 (区長決裁) 

      最近改正  令和 ７年 ４月 ７日  西総第  39 号 (区長決裁) 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内会等が設置した初期消火箱に収納している初期消火器具及び

スタンドパイプ式初期消火器具（以下「初期消火器具等」という。）の整備についての

補助金を交付することにより、地域の初期消火力を高めるとともに、共助の取組を推

進し、地域防災力の向上と出火防止意識の高揚を図ることを目的とする。 

２ 初期消火器具等の整備についての補助金の交付については、横浜市補助金等の交付

に関する規則（平成 17 年 11 月横浜市規則第 139 号。以下「補助金規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、補助金規則の例による。 

２ この要綱において、町内会等とは、町、丁目の全部または一部を単位とする一定区

域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、自主的に運営されている自治会町

内会とする。 

 

（補助事業者の範囲） 

第３条 この要綱における補助事業者は、初期消火箱を設置している西区内の町内会等

とする。 

 

（補助対象初期消火器具等） 

第４条 補助対象となる初期消火器具等は、消防用ホース、筒先、可変ノズル、媒介金

具、消火栓蓋開閉キー、スタンドパイプ、台車、収納袋及び消火箱（スタンドパイプ

式含む）とし、別表１に掲げる仕様によるものをいう。 

 

（交付条件） 

第５条 補助金交付を受ける補助事業者は、予め西区が指定する初期消火箱の点検を行

わなければならない。 

 

（補助対象経費及び支払方法） 

第６条 この要綱において、補助の対象となる経費は、初期消火器具等の整備に要する

経費の３分の２に相当する額とする。ただし、設置されている初期消火箱に対し、一

箱当たり 80,000 円を上限とし、100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも

のとする。 



２ 前項に定める補助金の交付は、地方自治法施行令第 163 条第１項第２号及び横浜市

予算、決算及び金銭会計規則第 132 条第１項第２号に基づき、前金払いとすることが

できる。 

 

（交付申請） 

第７条 補助金規則第５条第１項の規定による補助金交付申請書の提出期限は、西区長

（以下「区長」という。）が別に定める。 

２ 補助金規則第５条第１項の規定により補助金の交付を受けようとする者が提出する

書類は、西区初期消火器具等整備補助金交付申請書（第１号様式）を用いなければな

らない。 

３ 補助金規則第５条第２項第５号の規定により区長が必要と認める交付申請書への添

付書類は、見積書の写しとする。 

４ 補助金規則第５条第３項の規定により区長が交付申請書への記載又は添付を省略さ

せることができる事項は、補助金規則第５条第１項第３号及び第４号の記載事項並び

に補助金規則第５条第２項第１号、第２号及び第３号の添付書類とする。 

 

（交付決定通知） 

第８条 補助金規則第８条の規定による補助金交付決定通知書は、西区初期消火器具等

整備補助金交付決定通知書（第２号様式）により行うものとする。 

２ 補助金規則第６条第３項の規定による補助金を交付しない旨の決定通知は、西区初

期消火器具等整備補助金不交付決定通知書（第３号様式）によって行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助金規則第９条第１項の規定により区長が定める申請者が補助金交付申請の

取下げをすることのできる期日は、申請者が初期消火器具等整備費補助金確定通知書

（第 11 条）を交付される日までとする。 

２ 申請者が前項の規定による取下げを行うときは、初期消火器具等整備費補助金交付

申請取下書（第４号様式）を用いなければならない。 

 

（実績報告） 

第 10 条 補助金規則第 14 条第１項の規定により補助事業者等が区長への報告に用いる

書類は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 西区初期消火器具等整備補助金実績報告書（第５号様式） 

(2) 設置後の写真 

(3) 領収書等経費の支出を証する書類の写し 

２ 補助金規則第 14 条第４項の規定により区長が実績報告書への添付又は記載を省略

させることができる書類は、補助金規則第 14 条第１項第３号に関する書類とする。 

 



（補助金額の確定通知） 

第 11 条 補助金規則第 15 条の規定による補助金額確定の通知は、西区初期消火器具等

整備補助金確定通知書（第６号様式）を用いなければならない。 

 

（補助金交付の請求） 

第 12 条 補助金規則第 18 条の規定による補助金の交付の請求は、西区初期消火器具等

整備補助金請求書（第７号様式）により行わなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第13条 区長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金を他の用途へ使用したとき。 

 (3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 (4) 補助金規則第24条の規定に違反したとき。 

 (5) その他法令、条例、規則又はこの要綱に基づき区長が行った指示に違反したとき。 

２ 区長は前項の規定による取消しをした場合は、西区初期消火器具等整備費補助金交

付決定取消通知書（第８号様式）により申請者に対し、速やかに、その旨を通知するも

のとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第 14 条 補助金規則第 25 条に規定する財産の処分の制限がかからなくなるために必要

な期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に

定める減価償却資産の耐用年数の期間とする。 

 

（関係書類の保存期間） 

第 15 条 補助金規則第 26 条の規定により区長が定める関係書類の保存期間は、５年と

する。 

 

（保守管理） 

第 16 条 初期消火器具等の保守管理は、補助事業者が行うこととする。 

 

（書類の閲覧） 

第17条補助事業者及び区長は、第１号様式及び添付書類、第２号様式、第３号様式、第

４号様式及び添付資料、第５号様式を横浜市市民協働条例第12条第４項の規定に基づ

き、次の各号に定める書類またはその写しを、一般の閲覧に供しなければならない。 

２前項の閲覧を行う場所及び時間は、次表のとおりとする。 

 



 補助事業者 区長 

閲覧場所 代表者の住所、補助事業者が指定

する場所 

西区総務課 

※閲覧希望者からの申出によりオ

ンライン環境での視聴も可とす

る。 

閲覧時間 補助事業者が指定する時間 西区役所の事務取扱時間 

閲覧期間 第１号様式及び添付資料、第２号様式、第３号様式にあっては、交付決

定を受けた日から２年間とする。第４号及び添付書類は当該書類を区長

に提出した日から、第５号は額が確定した日からそれぞれ２年間とす

る。 

 

（委任） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、区長が別に定め

る。 

 

 

    附 則 

  この要綱は、平成 26 年７月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成 27 年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月７日から施行する。 

 



別表１ 

仕様一覧 

器   材 仕    様 

消防用ホース 

40ｍｍ×20ｍ又は 40ｍｍ×15ｍ若しくは 50ｍｍ× 

20ｍのいずれかとし、使用圧力 0.9Ｍ㎩以上の消防 

用ゴム引きホースで、消防用ホースの技術上の規 

格を定める省令に適合するものとする。 

筒先 

40Ａ、又は50Ａ差込式 

ただし、50Ａの場合は、取っ手付とする。 

可変ノズル 

直状、噴霧（約120°噴霧までの展開角度）、シャットが可能なも

のとする。また筒先に取付可能なものとする。 

媒介金具 

差込異径媒介 

（受け口65ｍｍ、差し口40ｍｍ又は50ｍｍ若しくは受け口50ｍ

ｍ、差し口40ｍｍ） 

消火栓蓋開閉キー 

別図のとおり 

※同等品も可能 

スタンドパイプ 

単口引き上げ式（レバー付きも可とする）、口径65ｍｍ 

消火栓接続時、消火栓蓋開閉鍵の操作に支障のない高さのものと

する。 

台車 

台車は容易に移動ができる重量の金属製とし、ゴム車輪左右付に

て上記全ての品目が積載できるものとする。 

ゴム車輪の大きさは、道路縁石の段差（10㎝程度）が容易に乗り

越えられる形状のものとする。 

各資機材は、運搬時や保管時に外れないよう固定できるものとす

る。 

消火箱 

（初期消火箱） 

片開き、鍵がかけられる構造で、全ての器材が収納できる大きさ

とする。 

本体の塗装は赤色とし、正面に白文字で初期消火箱とわかる表示

をするものとする。 

消火箱には、自治会・町内会名を表示することができるものとす

る。 

消火箱又は収納袋 

（スタンドパイプ式初期消火器

具） 

台車に各器材が積載された状態で収納することができる大きさの

ものとする。 

収納箱扉に鍵を設けることができるものとする。 

正面にスタンドパイプ式初期消火器具とわかる表示をするものと

し、自治会・町内会名を表示することができるものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 

                                        年 月 日 

西区長 

                          団 体 名  

                          住 所  

代表者氏名        

電   話  （   ） 

 

西区初期消火器具等整備補助金交付申請書 

 

 初期消火器具等を整備するため、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請し

ます。なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則及び

西区初期消火器具等整備補助金交付要綱の記載事項を遵守します。 

 

 

１ 整備費用総額                円 （税込） 

 

２ 申請金額                  円 （税込） 

 

３ 設置場所 

  西区                           

 

４ 初期消火箱の点検日          年   月   日 

 

５ 申請理由 

                                         

                                         

 

６ 添付書類 

見積書（写し） 

 

【御確認の上、□の欄にチェックをお願いします。】 

□申請する初期消火器具等については、他の補助制度（町の防災組織活動費補助等）と

の併用を行いません。 

 

 



第２号様式                          

  第   号 

                                        年 月 日 

 

 

                  様 

 

 

                                   西区長   印 

 

 

西区初期消火器具等整備補助金交付決定通知書 

 

       年  月  日に申請のありました西区初期消火器具等整備補助金につい

ては、次のとおり交付することと決定しましたので通知します。 

 

１ 補助交付予定金額 

 

２ 支払時期 

  適切な請求書を受理した日から起算して 30日以内とします。 

 

３ 交付条件 

(1) この補助金は、初期消火器具等の整備のために使用し、他の事業に流用しないでく 

ださい。 

(2)  初期消火器具等の整備は、補助金交付が決定された日から原則として、30日以内に

行ってください。 

(3) 初期消火器具等の整備完了後、速やかに実績報告書に必要な書類を添付して提出し

てください。 

(4) 事業を中止する場合又は補助金交付が決定された日から 30日以内に初期消火器具等

の整備が完了しない場合は、速やかに西区長に報告し、その指示を受けてください。 

(5) この補助金の交付条件に違反した場合は、補助金の全額又は一部の返還を求めるこ

とがあります。 

(6) 前金払により剰余金が生じたときは、速やかに返還してください。 

 

 

 

担当 西区役所  課    

   電話 



第３号様式             

第   号 

                                        年 月 日 

 

 

                様 

 

 

                                  西区長   印 

 

西区初期消火器具等整備補助金不交付決定通知書 

 

      年  月  日に申請のありました西区初期消火器具等整備補助金について

は、次のとおり交付しないことと決定しましたので通知します。 

 

 不交付理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 西区役所  課    

   電話 

 



第４号様式 

                                        年 月 日 

 

 西区長        

 

                    団 体 名  

                    住 所  

                    代表者氏名          

                    電   話   （   ） 

 

 

西区初期消火器具等整備費補助金交付申請取下書 

 

     年  月  日   第    号で補助金交付の決定を受けました西区初

期消火器具等整備補助金交付申請は、次の理由により取り下げます。 

 

取下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 取り下げをすることができる期日は、初期消火器具等整備費補助金確定通知書（第 

６号様式）を交付される日までです。 

 

 

 



第５号様式                                        

年 月 日 

 

 

 西区長        

 

団 体 名  

                    住 所  

代表者氏名           

                    電   話   （   ） 

 

 

西区初期消火器具等整備補助金実績報告書 

 

 

 初期消火器具等の整備が完了しましたので、関係書類を添付して報告します。 

 

 

１ 整備完了年月日 

       年  月  日 

 

２ 整備に要した費用総額 

         円（税込） 

 

３ 交付金額合計 

         円（税込） 

 

４ 添付書類 

(1)  整備後の写真 

(2) 領収書（写し） 

 

【御確認の上、□の欄にチェックをお願いします。】 

□今回整備した初期消火器具等について、他の補助制度（町の防災組織活動費補助等）

との併用を行っていません。 

 

 

 

 



第６号様式 

               第   号 

                                 年 月 日 

 

 

        様 

 

 

                             西区長   印 

 

 

西区初期消火器具等整備補助金確定通知書 

 

 

     年  月  日   第    号により交付を決定しました西区初期消火 

器具等の整備について、次のとおり補助金額が確定しましたので通知します。 

 

補助金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 西区役所  課    

   電話 



第７号様式 

                                 年 月 日 

 

西区長 

 

                      団 体 名  

                      住 所  

代表者氏名        印 

                      電 話   （   ） 

 

 

 

西区初期消火器具等整備補助金請求書 

  

西区初期消火器具等整備補助金交付要綱第 12 条に基づき、次のとおり補助金の交付を

請求します。 

  

 

１ 補助金の請求額 

              円 

 

２ 振込先金融機関・口座 

                          銀行               支店 

                            信用金庫             出張所 

                信用組合             支所 

                農業協同組合 

    
     普通 ・ 当座           口座番号    

 （ﾌﾘｶﾞﾅ）   

 口座名義人  

                    

 

 

 

 

※口座名義人が代表者以外の場合は、御記入願います。 

上記口座に交付される西区初期消火器具等整備補助金の受領に関す

る権限を委任します。 

 

委任者  代表者氏名：                 印 

※代表者と口座名義人が同一の場合は 

押印を省略することできます。 



第８号様式 

第   号  

年 月 日  

 

 

             様 

 

 

                         西区長      印 

 

 

西区初期消火器具等整備費補助金交付決定取消通知書 

 

     年  月  日   第    号で補助金交付の決定をしました西区初期

消火器具等整備費補助金交付決定通知は、次の理由により取消しすることに決定しました

ので通知します。 

 

取消し理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 西区役所  課 

電話  


